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第１条　　東ソー日向株式会社には、総務部 総務課、 品質管理室、技術室、製造部 製造課、工務部 工務課を置く。各部署の概括事例は、各職務権限基準に定める。
　　　　
（１）総務課 
総務課は、総務、経理、人事、購買及び物流に関する業務を分掌する。
　　　　
（２）品質管理室
　　　　　　 品質管理室は、品質保証システム、環境管理システム、最終処分場の管理、製品及び原材料の検査分析等、環境保全、保安防災、安全衛生及び自衛防災等に関する業務を分掌する。

（３）技術室
　　　　　　技術室は、製品改善、原材料の試験研究等に関する業務を分掌する。

（４）製造課
製造課は、所管製品の生産管理及び製造並びに生産・技術の改善に関する業務を分掌する。
　　　　	
（５）工務課
工務課は、工事予算の見積り、設備の診断、点検、修理及び請負工事の監督等に関する業務を分掌する。

第２条　　この規程の管理は、総務部長が行う。


付　　則
　　　　　
①　２０００年　６月２６日　制定
②　２００１年　６月２５日　一部改訂
③　２００４年１１月２５日　一部改訂
④　２００６年　７月　３日　一部改訂
⑤　２０１５年　９月　１日　社規全般見直しによる一部改訂
⑥　２０２１年　７月　１日　組織変更による一部改訂
[bookmark: _GoBack]⑦　２０２４年１０月　１日　一部改訂
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